
「令和６年度 高圧受電設備規程講習会」のご案内 

主催 (一社)日本電気協会 四国支部 

「高圧受電設備規程」は、高圧受電の自家用電気工作物における電気事故や波及事故の防止を図るため、民
間自主規格として制定され、高圧受電設備の設計・施工・維持・検査の規範として広く活用されています。 
本講習会では、専門の講師を招いて規程の重要事項を体系的にわかりやすく解説しますので、多数受講い

ただきますようご案内申し上げます。 
なお、ホームページからのインターネット申込みは、550 円お得となりますので、ぜひご活用ください。 

日   時 令和 ６年１２月 ３日（火）10：00～17：00、４日（水）9：30～16：30 

会   場 四国電力㈱ 総合研修所  高松市屋島西町 1850-1 

講  師 （一社）日本電気協会 技術講習会講師 

カリキュラム 

（予定） 

１日目 
第１編 標準施設 

  第１章 標準施設、第２章 機器・材料、第３章 保守・点検 

２日目 

第２編 保護協調・絶縁協調     

第１章 保護協調、第２章 絶縁協調 

第３編 高調波対策及び発電設備等の系統連系  

第１章 高調波対策、第２章 発電設備等の系統連系 

定   員 ４０名 

テキスト 
「高圧受電設備規程 JEAC8011-2020」（日本電気協会発行 税込 4,950円）を使用します。 

テキストをお持ちでない方はテキスト付で、テキストをお持ちの方はテキスト持参でお申込み下さい。 

参考図書 
「高圧受電設備規程Ｑ＆Ａ」（日本電気協会発行 税込 3,300円） 

  規程制定の背景や根拠も含め Q＆A形式でまとめた解説書です。希望される方は合せてお申込み下さい。 

受講料（税込） 

*昼食代含む 

主催、協賛団体の会員 左記以外の方 

テキスト付 テキスト持参 テキスト付 テキスト持参 

Q＆A不要 Q＆A要 Q＆A不要 Q＆A要 Q＆A不要 Q＆A要 Q＆A不要 Q＆A要 

 

 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込 12,650 円 15,950 円 7,700 円 11,000 円 17,050 円 20,350 円 12,100 円 15,400 円 

FAX申込 13,200 円 16,500 円 8,250 円 11,550 円 17,600 円 20,900 円 12,650 円 15,950 円 

宿泊(有料税込) 研修所宿泊施設１名１室利用 １泊２食付き：3,300 円(食事の要否に関わらず一律) 

申 込 方 法 

および注意事項 

○申込方法 
日本電気協会四国支部のホームページ（https://www.s-ea.jp/）にアクセスして、「技術講習
会メニュー」を選択してください。 
①インターネットによるお申込の場合 

   お申込される講習会の備考欄にある「お申込フォーム」を選択し、お申込フォームに必
要事項を入力し送信してください。 

②ＦＡＸによるお申込の場合（ＦＡＸ：087-822-6183） 
   お申込される講習会の備考欄にある「お申込用紙」を選択し、受講申込書（ＰＤＦ）を

ダウンロードして必要事項を記載後、当支部へＦＡＸで送信してください。 
   当支部では①のお申込メール、または②のお申込のＦＡＸを受信後、申込内容を確認の

うえ、お申込された方へ受講料のご入金依頼メールを送信します。 
  受講料をご入金いただき、その入金確認ができれば、受講票メールを送信いたします。 
○注意事項 
 ・振込手数料は申込者でご負担願います。なお、金融機関の振込依頼書・払込受領書をもっ

て領収書に代えさせていただきます。 
・お申込をキャンセルされた場合、一旦お振り込みいただいた受講料の返金は応じかねます
のでご了承ください。なお、お申込後に受講者の変更は可能ですが、交代される方の氏名
等の受講者情報を当支部へお知らせください。 

・新型コロナウイルス感染症の対応については、適切な感染防止対策を講じて、安心、安全
な講習会の運営に努めてまいります。※裏面をご確認ください 

申 込 期 限 令和 ６年１１月１９日(火)  （定員に達し次第締め切ります） 

お問い合わせ先 (一社)日本電気協会 四国支部 高松市丸の内２番５号(TEL 087-822-6161) 担当 山地 

協 賛 団 体 

（順不同） 

四国電気安全委員会        （公社）日本電気技術者協会四国支部 

（一社）日本電設工業協会四国支部  （一社）日本配電制御システム工業会四国支部 

（一社）電気設備学会四国支部    （一財）四国電気保安協会 

四国地区電力需用者協会       四国電気工事組合連合会 



 

受講者の皆さまへお知らせとお願い 

【新型コロナウイルス感染症の対応】 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和５年５月８日

に５類感染症となり、基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となりま

した。 

 

政府からの個人や事業者の判断に資するような感染症法に基づく情報や、

専門家の提言等を踏まえ、適切な感染対策を講じて安心・安全の確保に努め

ながら講習会を運営してまいりますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

・厚生労働省においては、感染症の発症後５日間が感染させるリスクが高い

ことから、発症日を０日目として５日間の外出を控えることが推奨されて

おり、この期間に受講日が該当する場合は、事務局へ連絡の上、受講をお

控え願います。 

 

・５日間経過後、受講される方につきましては、発症後 10 日間が経過するま

では、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用願います。

発症後 10 日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マス

クの着用など咳エチケットを心掛けてください。 

 

・講習会場の入口付近などに手指消毒用アルコール消毒液を設置します。 

 

・講習会当日の受付時に検温を実施いたします。体温が３７.５度以上の方は

受講をご遠慮いただきます。また、咳、咽頭痛、倦怠感、味覚障害など、

新型コロナウイルスの感染が疑われる症状のある方は受講をご遠慮いただ

きます。 

 

・講習会参加中は、咳エチケットに留意していただくとともに、体調が悪く

なった場合は、無理をせずに必ず事務局へお申し出ください。 

 
 
 


